
 
 

                       

      

                               

【令和６年４月に遡って実施】 

・給料表引上げ（初任給：大卒 ＋23800円、若年層に重点を置きつつ引

上げ、概ね 40歳台後半以降は一律 ＋3300円）  

・一時金（ボーナス）を年間０．１月分引上げ ※１２月１０日支給 

（年間４．６月/期末手当と勤勉手当に均等に配分） 

・非常勤職員の報酬、期末・勤勉手当は常勤職員に準じ改定 

（改定後の単価等は改めて示す） 

※差額支給の時期は、１１月府議会での条例議決後に示す 

【令和７年４月より実施】 

・扶養手当：配偶者分（6,500 円）を廃止 

子の額を増額（10,000 円→13,000 円） 

※令和７年度は経過措置（配偶者 3,000 円、子ども 11,500 円） 

・通勤手当：１か月当たり限度額１５万円に引上げ 

・再任用職員に住居手当を支給 

【令和７年４月より実施】 

・子の看護休暇：「子の学校行事への参加等」も対象に見直す 

（子の学校行事への参加等：入園・入学式、卒園・卒業式、感染症に伴う学級閉鎖等） 

・子を養育する職員の時間外勤務免除の請求：子の対象年齢を小学校就学

前に引上げ 

・非常勤職員の子の看護休暇及び短期介護休暇：雇用期間６か月以上の要

件を撤廃 

【令和７年１０月より実施】 

・育児部分休業：１年につき１０日相当時間数の範囲内での取得が選択で

きるよう拡充 

・非常勤職員の育児部分休業：子の対象年齢を小学校就学前までに引上げ 

・その他、育児・介護休業法の改正に伴う取扱いについて国家公務員に準

じて見直す 
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ボーナス支給１２月１０日 

青年教職員 大幅な賃金改善！ 

「差額って」何？ 
―現在の給料は昨年度の金額。今回、大阪府人事委員会の勧告をもと

に組合が交渉をおこなってきました。その結果、賃金の改定がおこな

われます。４月に遡って賃金が支給されます。(4 月～１２月分、ボ

ーナス分も) 

10 日のボーナス支給、17 日の 12 月給与、そして 1 月給与の前後に

「差額分」が支給されることになります。 

20代前半で約 40万円  30才前後で約 20万円 

 

全
教
豊
中
は
大
教
組
（
大
阪
府
全
体
の
教
職
員
組
合
）
の

一
員
と
し
て
、
府
の
職
員
の
組
合
（
府
職
労
）
と
一
緒
に

賃
上
げ
・
労
働
条
件
改
善
を
求
め
て
交
渉
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
現
場
か
ら
の
切
実
な
声
を
大
阪
府
当
局
に
届

け
、
今
期
も
改
善
を
勝
ち
取
っ
て
い
ま
す
。 
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）義
務
教
育
学
校
は
い
つ
か
ら
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（
３
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ル
ー
ツ
は
文
科
省
で
す
が
、
今

は
総
務
省
主
導
で
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③
な
ぜ
学
校
が
標
的
に
さ
れ
る
の
か  

施
設
を
減
ら
せ
ば
「補
助
金
」が
出
る 

学
校
は
大
き
な
面
積
を
占
め
る
か

ら
で
す
。
文
部
科
学
省
が
実
施
し
た

調
査
（2012 

年
）
に
よ
れ
ば
， 

公

立
小
中
学
校
は
市
区
町
村
が
所
有
管

理
す
る
公
共
施
設
全
体
の
約 

４ 

割

を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で 

建
築

後 
25 

年
以
上
の
施
設
は
１
億
１
千

万 

㎡
（
全
体
の
約
７
割
）
あ
り
、
こ

の
う
ち
改
修
が
必
要
と
さ
れ
る
老
朽

化
が
深
刻
な
建
築
後 

３
０
年
以
上

の
公
立
小
中
学
校
施
設
は

2000

年

度
の 19.8

％
か
ら 2010

年
度
に
は 

53.5

％
と
と
な
り
，2015 

年
度
に
は 

66.5

％
に
の
ぼ
る
と
推
計
さ
れ
て
い

ま
す
。 

こ
れ
ら
の
公
立
小
中
学
校
に
対
し

て
今
後
３
０
年
間
に
必
要
と
さ
れ
る

改
修
・
改
築 

経
費
は
，
長
寿
命
化
対

策
を
お
こ
な
っ
た
場
合
３
０
兆
円
。

お
こ
な
わ
な
い
場
合
３
８
兆
円
に
の

ぼ
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。 

費
用
は
、
地
方
自
治
体
と
国
の
負

担
と
な
り
ま
す
。
新
自
由
主
義
は
公

財
政
支
出
を
徹
底
的
に
切
り
下
げ
る

と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
公
共
施
設
や
学
校
の
改
修
費

は
、「
ム
ダ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
す
。 

だ
か
ら
、
今
か
ら
つ
ぶ
し
て
し
ま

お
う
と
い
う
考
え
方
に
も
と
づ
い
て

す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。  

今
か
ら
つ
ぶ
せ
ば
、
総
務
省
か
ら

補
助
金
が
出
ま
す
。
そ
の
補
助
金
は

施
設
の
面
積
に
応
じ
て
出
さ
れ
ま
す
。

学
校
は
他
の
公
共
施
設
に
比
べ
て
も

大
き
な
敷
地
面
積
が
あ
り
ま
す
。
だ

か
ら
、
学
校
を
つ
ぶ
す
と
い
う
こ
と

が
各
地
で
す
す
め
ら
れ
て
き
て
い
る

の
で
す
。 

そ
れ
に
理
屈
を
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
、「
小
中
一
貫
教
育
」
が

持
ち
出
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
欺
瞞
な
の
で
す 

・
小
中
一

貫
教
育
は
、
学
校
統
廃
合
の
隠
れ
蓑

と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

④
豊
中
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の
場
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円
グ
ラ
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の
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番
大
き
な
部
分
が

学
校
で
す
。
つ
ま
り
豊
中
市
の
学
校

の
面
積
を
見
て
み
る
と
公
共
施
設
の

中
で46.6

％
と
最
も
大
き
な
面
積
を

占
め
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
学
校
を
標

的
に
統
廃
合
が
ね
ら
わ
れ
る
の
で
す
。 

小
中
一
貫
は
そ
の
た
め
の
口
実
、

隠
れ
蓑
で
あ
っ
て
、
決
し
て
教
育
論

か
ら
出
発
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 学

校
統
廃
合
は
総
務
省
の
自
治
体

戦
略

2040

の
具
体
化
そ
の
も
の
で

す
。 ま

た
、
豊
中
市
の
「
施
設
等
総
合
管

理
計
画
」
に
は
、
以
下
の
文
言
が
見
ら

れ
ま
す
。 

 

 
 

建
物
施
設
の
再
編
に
計
画
の
初
期
段

階
か
ら
着
手
し
、
早
期
に
施
設
総
量
の
削

減
を
行
う
こ
と
で
、
維
持
管
理
費
に
つ
い

て
は
大
き
な
削
減
効
果
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。 

以
上
よ
り
、
本
計
画
期
間

（24
 

年
間
）
に
お
け
る
施
設
総
量
フ
レ

ー
ム
は
、
平
成2

6

年
度
（20

1
4

年
度
）

比
で

8
0

％
に
設
定
し
、
計
画
期
間
の
初

期
段
階
か
ら
積
極
的
な
施
設
再
編
を
進

め
る
こ
と
と
し
ま
す
。  

 

上
記
の
文
言
の
「
建
物
施
設
」
を

「
学
校
」
に
置
き
換
え
、「
再
編
」
を

「
統
廃
合
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、
学
校

の
統
廃
合
に
計
画
の
初
期
段
階
か
ら

着
手
す
れ
ば
、
維
持
管
理
費
を80

％

に
削
減
で
き
る
の
で
、
計
画
の
初
期

段
階
か
ら
積
極
的
な
統
廃
合
を
進
め

る
こ
と
と
す
る
と
読
み
替
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

統
廃
合
の
ね
ら
い
は
、
結
局
市
の

財
政
支
出
の
削
減
に
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
す
。 

 
 

（４
）に
続
く 

豊
中
市
の
小
中
一
貫
教
育
と
学
校
再
編
を
考
え
る 

「
あ
ら
た
め
て
小
中
一
貫
教
育
の
問
題
点
に
つ
い
て
」

３ 
大
阪
教
育
文
化
セ
ン
タ
ー
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